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上信越自動車道　長野管理事務所管内舗装補修工事
項目 誤 正

特記仕様書

P6 6-4　規制設置・撤去の標準時間 6-4　規制設置・撤去の標準時間

規制の設置・撤去に掛かる標準時間を下表に示す。 規制の設置・撤去に掛かる標準時間を下表に示す。

特記仕様書

P21 16-3-9　支払 16-3-9　支払

(6)レベリング工の支払は、前項の規定に従って検測した数量に対し、１t当たりの契約単価で行う (6)レベリング工の支払は、前項の規定に従って検測した数量に対し、１t当たりの契約単価で行う

 　ものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う既設舗装の切断、端部  　ものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う施工面の清掃準備、混

　 の切削、施工面の清掃準備、混合物の製造、運搬及び舗設、配合設計、試験舗装及び仮舗装等に 　 合物の製造、運搬及び舗設、配合設計、試験舗装及び仮舗装等に要する費用等レベリング工の施

　 要する費用等レベリング工の施工に必要な材料・労力・機械器具等本工事を完成させるために必    工に必要な材料・労力・機械器具等本工事を完成させるために必要な費用で諸経費に含まれるも

   要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。    のを除くすべての費用を含むものとする。

特記仕様書

P26 16-9-4　施工　 16-9-4　施工　

(2)施工に際しては、主桁やPC鋼材、鉄筋探査、橋梁床版面の排水勾配、交差施設等へ支障をき (2)施工に際しては、主桁やPC鋼材、鉄筋、橋梁床版面の排水勾配、交差施設等へ支障をきたさ

   たさないように十分注意しなければならない。    ないように十分注意しなければならない。

16-9-6　支払　 16-9-6　支払　

　床版排水処理工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、1箇所当たりの契約単価 　床版排水処理工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、1箇所当たりの契約単価

で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う既設コンクリート で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う鉄筋探査、既設コ

床版の削孔、廃材の運搬、処理、排水パイプの据付、流末の既設排水管への接続、移動足場等床版 ンクリート床版の削孔、廃材の運搬、処理、排水パイプの据付、流末の既設排水管への接続、移動

排水処理工の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成させるために必要な費用で諸経費 足場等床版排水処理工の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成させるために必要な費

に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。

規制形態
設置標準時間

（時間）
撤去標準時間

（時間）
備考

車線規制 1.0 1.0

ランプ路肩規制 0.5 0.5
ランプ閉鎖規制 1.0 1.0

規制形態
設置標準時間

（時間）
撤去標準時間

（時間）
備考

車線規制 1.0 1.0

ランプ路肩規制 0.5 0.5 割掛対象
ランプ閉鎖規制 1.0 1.0
休憩施設規制 0.5 0.5


